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東日本大震災からの復興に向けた政策提言について 

 

 東日本大震災の発生及びそれに伴う原子力発電所の事故により、直接的被害及び

間接的(風評)被害が広範囲にわたり発生しております。被害の大きさと種類を勘案

すると、復興に向けてこれまで経験したことのない大きな困難が予想されます。 

 当協会は会員からの情報収集や意見集約を進め、関係機関や関係者と協力しなが

ら、産業復興を実現させるため、全力をあげた取り組みを始めております。 

 つきましては、現時点で集約した会員の意見に基づき緊急の課題について提言を

させて頂きます。 

 

記 

 

１ 東京電力福島第一原子力発電所の事故による放射能対策について 

(1) 今回の放射能汚染は避難指示・勧告地域にとどまらず、広範囲にわたる拡散が認め

られ、その影響は長期間に及ぶと想定される。今般の状況を、現行法で迅速に処理

するには限界があることは明らかである。よって、風評被害を含めた広範な補償対

応と早期の農業・産業復興を可能とする特別法を至急制定すること。 

(2) 放射性物質のモニタリングや情報発信及び照会対応など、放射能に関するすべての

事項について対応可能な新たな機関を災害現地に設置し、専門家を常駐させるこ

と。現地に新機関が設置されるまでの間は、公的検査機関によるきめ細かな検査対

応や測定機器類の貸出等を行うこと。また、大学や研究機関などから、不足してい

る測定技術者や測定機器を補うこと。 

(3) 市町村又は地区ごとに測定機器を設置し、常時モニタリングを行う体制を整えると

ともに、農業者のニーズに応じて迅速に現地の検査を行える職員を配置すること。 

(4) モニタリングの対象は、現在行っている定時降下物や上水について継続するととも

に、土壌及び家畜の飲み水等の農業経営環境や農産物、食品にも拡大すること。加

えて測定結果を国民及び諸外国に分かり易く迅速に公開すること。 

(5) 農産物や食品の安全性を担保するため、早急に安全性を証明する制度や体制を整備



 

し、基準に基づく証明書を発行すること。 

(6) 農産物の被害は、避難指示・勧告を受けた圏内、出荷停止・出荷制限を受けた生

産物と地域にとどまらず、特定の県全域において作物全般が取引きされないとい

う深刻な状況に陥っている。これらは全て原子力発電所の事故による被害である

ことを認定すること。また、補償は出荷停止等の放射能汚染の直接的な被害にと

どまらず、間接的な風評を含む全ての被害を対象とし、補償の範囲を具体的に明

示すること。政府は、東京電力の責任追及にとどまらず、被害者を迅速に救済す

ること。 

(7) 福島県及び北関東等において、農業経営の存続が不可能となった地域については、

国が農地を買い上げ、立ち退きと同等の補償を行うなど万全の対応を図ること。

また、遠隔地に移住し事業を再開する場合の支援についても万全を期すこと。 

(8) 補償の窓口については、農業者全員がJA系統組合員とは限らないことから、JA系

統のみならず、地方公共団体や任意団体等も含めること。 

 

２ 短期及び中長期の資金対応 

(1) 民間金融機関による運転資金が円滑に実行されるため、政府保証の付与や地方公共

団体による利子助成を検討すること。 

(2) 地方公共団体等による中長期的な復興を視野に入れて、農地や農道等の基盤整備や

経営再開に向けた予算措置及び金融支援策についても弾力的に運用すること。 

 

３．国民に対する食料の安定供給について 

(1) 津波の被害により、宮城県を始めとした水田約2万haで被害が生じているとともに、

北関東においては灌排水及び暗渠設備等にも大きな被害が発生してことから、本年

度の水田作付面積は相当な減少が見込まれる。このため、米等の生産目標数量の割

当について、県内はもとより、県域を越えた経営体間の調整も可能とするなど、柔

軟かつ弾力的な運用を行うこと。 

(2) 津波の被災地は、塩害を受けているとともに、膨大な量の瓦礫が山積みとなってい

る。これらは事業再開に大きな障壁となるため、土壌改良や瓦礫の処分にかかる費

用を全額国庫にて負担すること。 

(3) 電力の使用制限により、現在機械化が進んだ豚舎や鶏舎、ミルキングパーラー等の

稼働率が相当程度低下することから、鶏等家畜の死亡や稼働時間の減少による売上

減少が見込まれる。これらの損害も補償の対象に含めること。 

 

４.震災地域の農業復興について 

 被災地における農業復興計画を早期にかつ具体的に策定し、実現すること。また、

復興予算の確保にあたっては、食料安定供給に資する力強い農業づくりに留意する
















